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(57)【要約】
【課題】　携帯端末装置の操作部に対する操作を行わな
くても、携帯端末装置を用いて画像処理装置を操作でき
るようにする。
【解決手段】　携帯端末装置１０において、撮像部１２
６が画像処理装置２０の操作パネルを撮像して得た画像
に基づき、面内位置検出部１２７及び距離検出部１２８
が、携帯端末装置１０と画像処理装置２０の操作パネル
との相対的な位置関係の変化を検出し、コマンド生成部
１２９が、その位置関係の変化に基づき第１コマンドを
生成し、画像処理装置２０に送信する。画像処理装置２
０において、画像処理部２３０及びコマンド生成部２２
６が、携帯端末装置１０から受信した第１コマンドに従
い動作する。
【選択図】　　図４
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　携帯端末装置と第１画像処理装置とを備える画像処理システムであって、
　前記携帯端末装置が、
　撮像手段と、
　前記撮像手段が前記第１画像処理装置の操作パネルを撮像して得た画像に基づき、当該
携帯端末装置と前記第１画像処理装置の操作パネルとの相対的な位置関係の変化を検出す
る検出手段と、
　前記検出手段が検出した位置関係の変化に基づき生成した第１コマンドを前記第１画像
処理装置に送信する第１送信手段とを備え、
　前記第１画像処理装置が、
　前記操作パネルと、
　前記携帯端末装置から受信した前記第１コマンドに従い当該第１画像処理装置の動作を
制御する制御手段とを備えることを特徴とする画像処理システム。
【請求項２】
　請求項１に記載の画像処理システムであって、
　前記第１画像処理装置の制御手段が、
　前記携帯端末装置から受信した前記第１コマンドに従い、該携帯端末装置に画面の表示
を更新させるための第２コマンドを生成して前記携帯端末装置に送信する第２送信手段を
備え、
　前記携帯端末装置が、
　表示手段と、
　前記第１画像処理装置から受信した第２コマンドに従い、前記表示手段における画面の
表示を更新する更新手段とを備え、
　前記表示手段が表示する文書は、前記第１画像処理装置が処理可能な文書のリストを表
示する画面であることを特徴とする画像処理システム。
【請求項３】
　請求項２に記載の画像処理システムであって、
　前記携帯端末装置の前記第１送信手段は、前記位置関係のうち前記操作パネルの操作面
と平行方向の位置関係が変化したことを検出した場合に、その変化量を示す前記第１コマ
ンドを生成して前記第１画像処理装置に送信し、
　前記第１画像処理装置の第２送信手段は、受信した前記第１コマンドに示される前記平
行方向の位置関係の変化量に応じた量だけ前記画面上で注目状態にする文書を変更するこ
とを指示する第２コマンドを生成して前記携帯端末装置に送信することを特徴とする画像
処理システム。
【請求項４】
　請求項２に記載の画像処理システムであって、
　前記携帯端末装置の前記第１送信手段は、前記位置関係のうち前記操作パネルの操作面
と垂直方向の位置関係が変化したことを検出した場合に、その変化量を示す前記第１コマ
ンドを生成して前記第１画像処理装置に送信し、
　前記第１画像処理装置の第２送信手段は、受信した前記第１コマンドに示される前記垂
直方向の位置関係の変化量に応じた量だけ前記画面上での文書の表示サイズを変更するこ
とを指示する第２コマンドを生成して前記携帯端末装置に送信することを特徴とする画像
処理システム。
【請求項５】
　請求項２乃至４のいずれか一項に記載の画像処理システムであって、
　前記第１画像処理装置の制御手段が、
　前記携帯端末装置から受信した前記第１コマンドに従い画像処理を実行する画像処理手
段を備えることを特徴とする画像処理システム。
【請求項６】
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　請求項５に記載の画像処理システムであって、
　前記携帯端末装置の前記第１送信手段は、前記位置関係が変化したことを検出した場合
に、その変化後の位置関係を示す前記第１コマンドを生成して前記第１画像処理装置に送
信し、
　前記画像処理装置の前記画像処理手段は、受信した前記第１コマンドに示される位置関
係が、前記携帯端末装置が前記操作パネルから所定距離以上離れたことを示すものであっ
た場合に、前記画面上で注目状態になっている文書について、該文書の画像を用紙上に形
成する画像処理を行うことを特徴とする画像処理システム。
【請求項７】
　請求項５に記載の画像処理システムであって、
　前記携帯端末装置の前記第１送信手段は、前記位置関係が変化したことを検出した場合
に、その変化後の位置関係を示す前記第１コマンドを生成して前記第１画像処理装置に送
信し、
　前記画像処理装置は、前記第１コマンドに示される位置関係の履歴を記憶する履歴記憶
手段を備え
　前記画像処理装置の前記画像処理手段は、前記履歴に基づき、前記携帯端末装置が前記
操作パネルから第１所定距離以上離れた後で第２所定距離以内に近づいたことを検出した
場合に、前記画面上で注目状態になっている文書について、該文書の画像を用紙上に形成
する画像処理を行うことを特徴とする画像処理システム。
【請求項８】
　請求項２乃至４のいずれか一項に記載の画像処理システムであって、
　前記携帯端末装置の前記第１送信手段は、前記位置関係が変化したことを検出した場合
に、その変化後の位置関係を示す前記第１コマンドを生成して前記第１画像処理装置に送
信し、
　前記携帯端末装置はさらに、
　前記撮像手段が撮像した画像に含まれる操作パネル上の所定のパターンに基づき、撮像
された操作パネルを備える画像処理装置を特定する特定手段と、
　前記撮像手段が撮像した画像に基づき、当該携帯端末装置がいずれかの画像処理装置の
操作パネルに対し第２所定距離以内に近づいたことを検出した場合に、その時点で前記特
定手段が特定している画像処理装置を示す情報を含む第３コマンドを、前記第１画像処理
装置へ送信する第３送信手段とを備え、
　前記画像処理装置は、
　受信した前記第１コマンドに示される位置関係が、前記携帯端末装置が前記操作パネル
から第１所定距離以上離れたことを示すものであった場合に、前記画面上で注目状態にな
っている文書を、処理対象の文書として決定する決定手段と、
　前記処理対象の文書が決定された状態で前記第３コマンドを受信した場合に、該第３コ
マンドに示される画像処理装置に対し、前記処理対象の文書のデータを送信し、該文書の
画像を用紙上に形成することを要求する要求手段とを備えることを特徴とする画像処理シ
ステム。
【請求項９】
　請求項８に記載の画像処理システムであって、
　前記画像処理装置の要求手段は、前記処理対象の文書が決定された状態で前記第３コマ
ンドを受信し、かつ、その後所定時間以内に再度前記第３コマンドを受信しない場合に、
最後に受信した第３コマンドに示される画像処理装置に対し、前記処理対象の文書のデー
タを送信し、該文書の画像を用紙上に形成することを要求することを特徴とする画像処理
システム。
【請求項１０】
　請求項９に記載の画像処理システムであって、
　前記画像処理装置の要求手段が、前記処理対象の文書が決定された状態で前記第３コマ
ンドを受信した場合に、その後所定時間以内に再度前記第３コマンドを受信するか否かの
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判断を行うか否かを、ユーザが設定可能であることを特徴とする画像処理システム。
【請求項１１】
　請求項２乃至４のいずれか一項に記載の画像処理システムであって、
　前記携帯端末装置の前記第１送信手段は、前記位置関係が変化したことを検出した場合
に、その変化後の位置関係を示す前記第１コマンドを生成して前記第１画像処理装置に送
信し、
　前記携帯端末装置はさらに、
　前記撮像手段が撮像した画像に含まれる操作パネル上の所定のパターンに基づき、撮像
された操作パネルを備える画像処理装置を特定する特定手段と、
　前記撮像手段が撮像した画像に基づき、当該携帯端末装置と、該画像に含まれる操作パ
ネルとの間の距離の変化パターンが予め用意した複数のパターンのいずれかを満たしたこ
とを検出した場合に、その時点で前記特定手段が特定している画像処理装置を示す情報と
、前記距離の変化がどの変化パターンを満たしたかを示す情報とを含む第３コマンドを、
前記コマンドの送信先として設定されている前記第１画像処理装置へ送信する第３送信手
段とを備え、
　前記画像処理装置は、
　受信した前記第１コマンドに示される位置関係が、前記携帯端末装置が前記操作パネル
から第１所定距離以上離れたことを示すものであった場合に、前記画面上で注目状態にな
っている文書を、処理対象の文書として決定する決定手段と、
　前記処理対象の文書が決定された状態で前記第３コマンドを受信した場合に、該第３コ
マンドに示される画像処理装置に対し、前記処理対象の文書のデータを送信し、該文書に
ついて該第３コマンドに示される変化パターンと対応する画像処理を実行することを要求
する要求手段とを備えることを特徴とする画像処理システム。
【請求項１２】
　請求項１１に記載の画像処理システムであって、
　前記第３コマンドに示される変化パターンと、前記要求手段が実行を要求する画像処理
の種類との対応関係を、ユーザが設定可能であることを特徴とする画像処理システム。
【請求項１３】
　請求項８乃至１２のいずれか一項に記載の画像処理システムであって、
　前記第１所定距離をユーザが設定可能であることを特徴とする画像処理システム。
【請求項１４】
　携帯端末装置であって、
　撮像手段と、
　前記撮像手段が第１画像処理装置の操作パネルを撮像して得た画像に基づき、当該携帯
端末装置と前記第１画像処理装置の操作パネルとの相対的な位置関係の変化を検出する検
出手段と、
　前記検出手段が検出した位置関係の変化に基づき生成した第１コマンドを前記第１画像
処理装置に送信する第１送信手段とを備えることを特徴とする携帯端末装置。
【請求項１５】
　コンピュータに、撮像手段を備える携帯端末装置を制御させて、
　前記撮像手段が第１画像処理装置の操作パネルを撮像して得た画像に基づき、当該携帯
端末装置と前記第１画像処理装置の操作パネルとの相対的な位置関係の変化を検出する検
出手段と、
　前記検出手段が検出した位置関係の変化に基づき生成した第１コマンドを前記第１画像
処理装置に送信する第１送信手段との機能を実現させるためのプログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、画像処理システム、携帯端末装置及びプログラムに関する。
【背景技術】
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【０００２】
　従来から、ユーザ携帯可能な携帯端末装置を用いて、ＭＦＰ（デジタル複合機）等の画
像処理装置を操作できるようにする技術が知られている。また、携帯端末装置を電子機器
に近づけた場合に、対象の電子機器の情報をユーザに通知する技術も知られている。
　例えば、特許文献１には、携帯端末の位置及び向きを測定すると共に、これを通信機器
の位置情報と比較し、その比較に基づき携帯端末による撮像範囲に通信機器があると判断
した場合に、撮像した画像に通信機器の情報を重ね書きして表示することが記載されてい
る。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　しかしながら、従来の技術において、携帯端末装置を用いて画像処理装置を操作しよう
とする場合、ユーザは、携帯端末装置に表示された画面を見つつタッチパネルやボタンを
操作する、という動作を要求されていた。このため、医療現場など、衛生上の理由からみ
だりに物に触れることができない環境では、携帯端末装置を用いた画像処理装置の操作が
行えないか、または、携帯端末装置を持つ手でタッチパネルやボタンを操作するなどの操
作性が悪い状況で使用せざるを得なかった。
　特許文献１に記載の技術も、単に撮像した画像中の通信機器の情報を表示できるのみで
あり、通信機器に対して何らかの操作を行う場合の操作性を改善できるものではない。
【０００４】
　この発明は、このような事情を鑑みてなされたものであり、携帯端末装置の操作部に対
する操作を行わなくても、携帯端末装置を用いて画像処理装置を操作できるようにするこ
とを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　この発明は、上記の目的を達成するため、携帯端末装置と第１画像処理装置とを備える
画像処理システムにおいて、上記携帯端末装置に、撮像手段と、上記撮像手段が上記第１
画像処理装置の操作パネルを撮像して得た画像に基づき、その携帯端末装置と上記第１画
像処理装置の操作パネルとの相対的な位置関係の変化を検出する検出手段と、上記検出手
段が検出した位置関係の変化に基づき生成した第１コマンドを上記第１画像処理装置に送
信する第１送信手段とを設け、上記第１画像処理装置に、上記操作パネルと、上記携帯端
末装置から受信した上記第１コマンドに従いその第１画像処理装置の動作を制御する制御
手段とを設けたものである。
【発明の効果】
【０００６】
　上記構成によれば、携帯端末装置の操作部に対する操作を行わなくても、携帯端末装置
を用いて画像処理装置を操作することができる。
【図面の簡単な説明】
【０００７】
【図１】この発明の第１実施形態である情報処理システムの構成を示す図である。
【図２】図１に示した携帯端末装置のハードウェア構成を示す図である。
【図３】図１に示した画像処理装置のハードウェア構成を示す図である。
【図４】図１に示した各装置の機能構成を示す図である。
【図５】画像処理装置の操作パネル上に設けるマーカーの例を示す図である。
【図６】図４に示した各部の機能による携帯端末装置と画像処理装置の動作例を示す図で
ある。
【図７】図６に示したジョブ実行確認処理を示す図である。
【図８】図７の処理で用いる条件の例を示す図である。
【図９】図６及び図７に示した処理による画面の表示例を示す図である。
【図１０】その別の例を示す図である。
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【図１１】そのさらに別の例を示す図である。
【図１２】そのさらに別の例を示す図である。
【図１３】携帯端末装置の移動方向について説明するための図である。
【図１４】図６及び図７に示した処理による画面のさらに別の表示例を示す図である。
【図１５】そのさらに別の例を示す図である。
【図１６】そのさらに別の例を示す図である。
【図１７】第２実施形態における各装置の機能構成を示す、図４と対応する図である。
【図１８】第２実施形態における各装置の動作を示す、図６と対応する図である。
【図１９】図１８の続きの動作を示す図である。
【図２０】図１９の処理で用いる変化パターンの例を示す図である。
【図２１】図１８及び図１９に示した動作による、携帯端末装置の操作と各画像処理装置
の動作との関係の例を示す図である。
【図２２】第２実施形態の変形例における、図２１と対応する関係を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【０００８】
　以下、この発明の実施形態について、図面を参照しつつ説明する。
〔第１実施形態：図１乃至図１６〕
　図１に、この発明の第１実施形態である画像処理システムの構成を示す。
　図１に示す画像処理システム１は、携帯端末装置１０と、画像処理装置２０とを、無線
ネットワークＮにより相互に通信可能に接続して構成したものである。また、少なくとも
画像処理装置２０から携帯端末装置１０へは、無線ネットワークＮによる通信ができない
場合でも使用可能な伝達手段Ｔにより、容量の少ない情報を伝達可能である。
【０００９】
　このうち携帯端末装置１０は、ユーザが操作する端末装置であり、画像処理装置２０と
の間で必要な通信を行い、画像処理装置２０に対する操作を受け付けるための画面を表示
する。また、画像処理装置２０の操作パネルとの相対的な位置関係の変化に基づきコマン
ドを生成して画像処理装置２０に送信することにより、ユーザが携帯端末装置１０を持っ
て動かすだけで画像処理装置２０を操作できる機能を備えるものである。その機能がこの
実施形態において特徴的な点の一つであり、この点については後に詳述する。
　この携帯端末装置１０は、例えばスマートフォンやタブレット型コンピュータをはじめ
、任意の形態の持ち運び可能なコンピュータとして構成することができる。
【００１０】
　画像処理装置２０は、第１画像処理装置であり、例えば、コピー、プリント、スキャン
、ファクシミリ通信、文書蓄積等の機能を備えたＭＦＰ（デジタル複合機）として構成す
ることができる。そして、画像処理装置２０自身が記憶して蓄積した文書あるいは外部の
記憶手段に蓄積した文書に関し、用紙への画像形成、外部への送信等の処理を行うことが
できる。
　また、上記のように携帯端末装置１０から送信されるコマンドに従った動作を行う機能
も備える。この動作には、文書に対する処理や、携帯端末装置１０に対する表示画面の変
更指示が含まれる。
【００１１】
　なお、携帯端末装置１０と画像処理装置２０との対応関係は固定的なものでなくてよい
。例えば、ユーザが携帯端末装置１０を画像処理装置２０に近づけたことに応じて携帯端
末装置１０が伝達手段Ｔにより画像処理装置２０からアドレス情報を取得し、そのアドレ
ス情報を用いて無線ネットワークＮを用いて画像処理装置２０にアクセスした場合に、携
帯端末装置１０と画像処理装置２０との対応関係を相互に認識する、といった構成も考え
られる。
【００１２】
　伝達手段Ｔとしては、ＮＦＣ（Near　Field　Communication）による通信や、伝達した
い情報をコード化したコード記号をディスプレイに表示して相手に読み取らせる、といっ



(7) JP 2016-177577 A 2016.10.6

10

20

30

40

50

たものが考えられる。また、無線ネットワークＮについては、無線通信が可能な任意の規
格のものを用いることができる。ピアツーピア通信を行うものであってもよい。
【００１３】
　次に、図２に、携帯端末装置１０のハードウェア構成を示す。
　図２に示すように、携帯端末装置１０は、ＣＰＵ１０１、ＲＯＭ１０２、ＲＡＭ１０３
、ＨＤＤ（ハードディスクドライブ）１０４、通信Ｉ／Ｆ（インタフェース）１０５、Ｎ
ＦＣＩ／Ｆ１０６、操作部１０７、表示部１０８、カメラ１０９を備え、これらをシステ
ムバス１１０により接続した構成としている。
【００１４】
　そして、ＣＰＵ１０１が、ＲＡＭ１０３をワークエリアとしてＲＯＭ１０２あるいはＨ
ＤＤ１０４に記憶されたプログラムを実行することにより、携帯端末装置１０全体を制御
し、図４を用いて後述するものをはじめとする種々の機能を実現する。
　ＲＯＭ１０２及びＨＤＤ１０４は、不揮発性記憶媒体（記憶手段）であり、ＣＰＵ１０
１が実行する各種プログラムや後述する各種データを格納している。
【００１５】
　通信Ｉ／Ｆ１０５は、無線ネットワークＮを介して画像処理装置２０等の外部装置と通
信するためのインタフェースである。使用する通信経路の規格に応じた物を設ければよい
。
　ＮＦＣＩ／Ｆ１０６は、ＮＦＣにより、画像処理装置２０等の、ＮＦＣを備える外部装
置と通信するためのインタフェースである。ＮＦＣに代えて、他の規格で通信を行うため
のインタフェースを用いてもよいが、アドレス等、相手を特定する情報を持たない場合で
あっても通信を行うことができるＩ／Ｆを用いるものとする。
【００１６】
　操作部１０７は、ユーザからの操作を受け付けるための操作手段であり、タッチパネル
やボタン等により構成することができる。
　表示部１０８は、携帯端末装置１０の動作状態や設定内容、画像処理装置２０を操作す
るためのＧＵＩ（グラフィカルユーザインタフェース）、および各種メッセージ等を表示
するための表示手段であり、液晶ディスプレイ等により構成することができる。
　カメラ１０９は、撮像範囲の画像を撮像して画像データを取得する撮像手段である。
【００１７】
　次に、図３に、画像処理装置２０のハードウェア構成を示す。
　図３に示すように、画像処理装置２０は、ＣＰＵ２０１、ＲＯＭ２０２、ＲＡＭ２０３
、ＨＤＤ（ハードディスクドライブ）２０４、通信Ｉ／Ｆ（インタフェース）２０５、Ｎ
ＦＣＩ／Ｆ２０６、操作部２０７、表示部２０８、エンジンＩ／Ｆ２０９、人感センサ２
１１を備え、これらをシステムバス２１２により接続した構成としている。また、エンジ
ンＩ／Ｆ２０９に接続してエンジン部２１０を設けている。
【００１８】
　これらのうち、図２に示したものと同名の構成要素は、個々の性能や形状等は全く同じ
でなくてよいが、図２に示したものと同趣旨の機能を備える。なお、画像処理装置２０に
おいては、操作部２０７及び表示部２０８は、後述した操作パネル２４０上にその大部分
を設けている。従って、ユーザが画像処理装置２０を直接操作する場合、この操作パネル
２４０に対して操作を行う。
【００１９】
　また、エンジンＩ／Ｆ２０９は、エンジン部２１０をシステムバス２１２に接続してＣ
ＰＵ２０１から制御可能とするためのインタフェースである。エンジン部２１０は、画像
形成、画像読取等の機能を実現するための、画像形成手段、画像読取手段等のハードウェ
アである。
　人感センサ２１１は、画像処理装置２０の近傍における人の動きを検知するための検知
手段である。
【００２０】
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　次に、図４に、上述した携帯端末装置１０及び画像処理装置２０が備える機能の構成を
示す。図４には、上述した、ユーザが携帯端末装置１０を持って動かすだけで画像処理装
置２０を操作できる機能を実現するための機能を中心に示している。
　図４に示すように、携帯端末装置１０は、操作対象特定部１２１、コマンド送信部１２
２、画面データ受信部１２３、表示制御部１２４、表示部１２５、撮像部１２６、面内位
置検出部１２７、距離検出部１２８、コマンド生成部１２９、およびコマンド受信部１３
０を備える。
【００２１】
　これらのうち操作対象特定部１２１は、ＮＦＣＩ／Ｆ１０６が受信した画像処理装置２
０のアドレス情報に基づき、そのアドレス情報を持つ画像処理装置２０を、携帯端末装置
１０を用いた操作の対象（コマンドの送信先）として特定する機能を備える。
【００２２】
　コマンド送信部１２２は、操作対象特定部１２１に特定された送信先に対して、携帯端
末装置１０の状態を伝達したり、動作の実行を指示したりするための種々のコマンドを送
信する機能を備える。このコマンドには、例えば、送信先が新たに特定された場合に初期
画面として文書一覧画面のデータを送信するように要求するコマンドや、携帯端末装置１
０と画像処理装置２０の操作パネル２４０との位置関係を通知するコマンド（第１コマン
ド）等が考えられる。
【００２３】
　画面データ受信部１２３は、コマンド送信部１２２が送信したコマンドに応じて画像処
理装置２０から画面のデータが送信された場合に、これを受信して取得する機能を備える
。
　表示制御部１２４は、画面データ受信部１２３が取得した画面データに基づき表示部１
２５に画面を表示させるよう、表示部１２５を制御する機能を備える。また、コマンド受
信部１３０が、画面の表示を変更するよう指示するコマンド（第２コマンド）を受信した
場合に、そのコマンドに従って表示部１２５における画面の表示を更新する更新手段の機
能も備える。
　表示部１２５は、図２に示した表示部１０８による画面の表示機能を示すものである。
　撮像部１２６は、図２に示したカメラ１０９による撮像機能を示すものである。
【００２４】
　面内位置検出部１２７は、撮像部１２６が撮像した画像に基づき、携帯端末装置１０と
、画像処理装置２０の操作パネル２４０との相対的な位置関係のうち、操作パネルの操作
面（ディスプレイや操作子が配置される平面で、実際の操作パネルの形状が平面でない場
合には、何らかの平面を仮想的に設定する）と平行な方向の位置関係を検出する機能を備
える。また、その位置関係の変化及び変化量を検出する機能も備える。
【００２５】
　距離検出部１２８は、撮像部１２６が撮像した画像に基づき、携帯端末装置１０と、画
像処理装置２０の操作パネル２４０との相対的な位置関係のうち、操作パネルの操作面と
垂直な方向の位置関係、すなわち携帯端末装置１０と操作パネル２４０との間の距離を検
出する機能を備える。また、その距離関係の変化及び変化量を検出する機能も備える。
　これらの面内位置検出部１２７及び距離検出部１２８は、検出手段に該当する。
【００２６】
　また、この検出を容易にするため、操作パネル２４０上に、位置の基準となるマーカー
を設けるとよい。図５に、このマーカーの例を示す。
　このマーカーは、図５に符号３０１～３１０で示すように、操作パネル２４０上の広範
囲に設けるとよい。また、マーカー３０１～３０６のように、表示部２０８を構成するデ
ィスプレイ２０８ａに表示させて設けても、マーカー３０７～３１０のように、筐体上に
塗料により形成して設けてもよい。操作パネル２４０の位置を識別できるよう、位置に応
じて異なる色や形状のマーカーを設けるとよい。マーカーを、コード記号等、意味を持つ
記号により構成してもよい。
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【００２７】
　図４の説明に戻ると、コマンド生成部１２９は、面内位置検出部１２７及び距離検出部
１２８の検出結果に基づき、携帯端末装置１０と操作パネル２４０との相対的な位置関係
が変化したことを検出した場合に、その変化に基づき画像処理装置２０へ送信すべきコマ
ンドを生成する機能を備える。例えば、変化後の携帯端末装置１０と操作パネル２４０と
の位置関係を通知する第１コマンドを生成することが考えられる。この第１コマンドは、
変化があったこと自体を通知する機能も備える。また、コマンド生成部１２９が、検出し
た変化と対応する具体的な動作（文書の印刷、送信など）を画像処理装置２０に指示する
ためのコマンドを生成することも考えられる。
【００２８】
　いずれにせよ、コマンド生成部１２９が生成したコマンドは、コマンド送信部１２２が
、送信先として特定されている画像処理装置２０へ送信する。以上のコマンド生成部１２
９とコマンド送信部１２２が、第１送信手段に該当する。
　コマンド受信部１３０は、画像処理装置２０から送信されるコマンドを受信して、この
コマンドに従った処理を実行すべきモジュールに渡す機能を備える。
【００２９】
　次に、画像処理装置２０は、同期開始制御部２２１、アドレス送信部２２２、画面デー
タ送信部２２３、コマンド受信部２２４、距離判定部２２５、コマンド生成部２２６、コ
マンド送信部２２７、注目文書特定部２２８、閾値設定部２２９、画像処理部２３０を備
える。
【００３０】
　これらのうち同期開始制御部２２１は、ＮＦＣＩ／Ｆ２０６が携帯端末装置１０を検出
した場合に、携帯端末装置１０との間で無線ネットワークＮを介した通信経路を確立し、
携帯端末装置１０からの操作を受け付ける状態に画像処理装置２０を移行させる機能を備
える。なお、上記の操作を受け付けることには、画像処理装置２０から、携帯端末装置１
０における操作受付のための画面の表示を制御することも含む。
【００３１】
　具体的には、同期開始制御部２２１は、アドレス送信部２２２に、ＮＦＣＩ／Ｆ２０６
を介して、携帯端末装置１０へ画像処理装置２０の無線ネットワークＮ上でのアドレスを
送信させる。また、携帯端末装置１０からの文書一覧画面のデータの送信を指示されたこ
とに応じて、画面データ送信部２２３に、画像処理装置２０が処理可能な文書のリストを
表示する文書一覧画面のデータを携帯端末装置１０へ送信させる。
　アドレス送信部２２２は、上記のアドレスの送信を行う機能を備える。
【００３２】
　画面データ送信部２２３は、上記の文書一覧画面のデータの生成及び送信を行う機能を
備える。この生成に際しては、予め指定された記憶手段に蓄積された文書の一覧を取得す
る。また、後述する表示変更指示に応じて携帯端末装置１０における画面の表示をすぐに
切り替えられるよう、表示開始時の画面に表示されない部分のデータも含めて生成し、携
帯端末装置１０に送信するとよい。
【００３３】
　コマンド受信部２２４は、携帯端末装置１０から送信されるコマンドを受信し、このコ
マンドに従った処理を実行すべきモジュールに渡す機能を備える。例えば、文書一覧画面
のデータの送信指示であれば、同期開始制御部２２１に渡し、第１コマンドであれば、距
離判定部２２５及びコマンド生成部２２６に渡す。
【００３４】
　距離判定部２２５は、第１コマンドにより携帯端末装置１０から通知される位置関係の
情報に基づき、携帯端末装置１０と操作パネル２４０との間の距離が所定の条件を満たし
たか否か判定する機能を備える。また、所定の条件を満たした場合に、その時点で、携帯
端末装置１０側の画面で注目文書となっている文書について、その文書の画像を用紙上に
形成する画像形成を実行する指示を、画像処理部２３０に供給する機能を備える。このば
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あい、距離判定部２２５と画像処理部２３０は制御手段及び画像処理手段として機能する
。
【００３５】
　ここで、上記の所定の条件は、閾値設定部２２９から供給されるものであり、例えば、
操作パネル２４０から所定距離以上離れた、あるいは、操作パネル２４０から第１所定距
離以上離れた後で第２所定距離以内に近づいた、等が考えられる。また、距離判定部２２
５は、所定条件を満たすか否かの判断に必要であれば、第１コマンドにより通知された位
置関係の情報の履歴を時系列的に記憶する履歴記憶手段としての動作も行う。
【００３６】
　コマンド生成部２２６は、第１コマンドにより携帯端末装置１０から通知される位置関
係の変化の情報に従い、携帯端末装置１０における画面の表示を更新させるためのコマン
ド（第２コマンド）を生成する機能を備える。
　より具体的には、コマンド生成部２２６は、例えば、第１コマンドに示される、操作パ
ネル２４０の操作面と平行な方向への位置関係の変化量（移動量）に応じた量だけ、携帯
端末装置１０の文書一覧画面で注目状態とする文書（以下「注目文書」という）を変更す
るコマンドを生成する。
【００３７】
　詳しくは後述するが、文書一覧画面４００には図９に示すように処理対象とする文書の
候補が並べて表示され、うち１つ（図９ではカーソル４０２の位置のもの）が、注目文書
となっている。注目文書を変更するコマンドは、例えば、図９の状態から、図１０や図１
１に示すように、他の文書を注目状態とするように指示するものである。そして、例えば
、現在の注目文書よりも、画面上でどちらへ何マス移動した位置の文書を次に注目文書と
するかを指定する。
【００３８】
　また、コマンド生成部２２６は、第１コマンドに示される、操作パネルの操作面と垂直
な方向への位置関係の変化量に応じた量だけ、携帯端末装置１０の文書一覧画面上での文
書の表示サイズを変更するコマンドを生成する。このコマンドは、例えば図９の状態から
、注目状態の文書のプレビュー画像をより大きなサイズで表示する図１２や図１４の状態
に移行することを指示するものである。逆方向への移行ももちろんあり得るし、１画面内
に表示する文書数を変更することにより表示サイズを変更することも考えられる。
【００３９】
　いずれにせよ、コマンド生成部２２６は、生成した第２コマンドをコマンド送信部２２
７に渡して携帯端末装置１０へ送信させる。
　また、コマンド生成部２２６は、注目状態とする文書の変更を、注目文書特定部２２８
にも伝える。
【００４０】
　コマンド送信部２２７は、コマンド生成部２２６が生成したコマンドを、携帯端末装置
１０へ送信する第２送信手段の機能を備える。この送信は、受信した第１コマンドに対す
るレスポンスとして行うとよい。
　注目文書特定部２２８は、コマンド生成部２２６から提供される情報に基づき、携帯端
末装置１０の文書一覧画面において現在注目状態となっている文書を特定し、その情報を
画像処理部２３０に提供する機能を備える。
【００４１】
　閾値設定部２２９は、距離判定部２２５における判定に用いる条件及び閾値を供給する
機能を備える。この条件や閾値は、ユーザが任意に編集可能である。この編集により、携
帯端末装置１０を用いた操作の操作感を変えることができる。操作感とは、例えば、どの
程度携帯端末装置１０を操作パネル２４０から離すと印刷が開始されるか、等である。な
お、条件や閾値の編集は、管理者権限を有するユーザのみに許可するようにしてもよい。
　画像処理部２３０は、距離判定部２２５からの指示に基づき、注目文書特定部２２８が
特定する注目状態の文書に対し、画像形成や送信等の画像処理を実行する機能を備える。
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【００４２】
　次に、図６に、以上説明した各部の機能による、携帯端末装置１０及び画像処理装置２
０の動作例を示す。図６に示す動作は、携帯端末装置１０を用いた画像処理装置２０の操
作を開始する動作と、その後の操作に関する動作である。
　画像処理システム１において、ユーザは、携帯端末装置１０を用いて画像処理装置２０
を操作したい場合、まず携帯端末装置１０を画像処理装置２０のＮＦＣＩ／Ｆ２０６にタ
ッチする（Ｓ１０１）。このとき、携帯端末装置１０におけるＮＦＣ通信機能は予めオン
にしておくものとする。また、画像処理装置２０は、人感センサ２１１により前に人が立
ったことを検出すると、省電力モードであっても少なくともＮＦＣＩ／Ｆ２０６を起動し
て通信に備える。
【００４３】
　ステップＳ１０１でのタッチがされると、携帯端末装置１０のＮＦＣＩ／Ｆ１０６と画
像処理装置２０のＮＦＣＩ／Ｆ２０６とが通信可能距離内に近づくため、これらＩ／Ｆが
相互に相手を認識してＮＦＣの通信経路を確立する（Ｓ１０２）。そして、画像処理装置
２０はその通信経路により携帯端末装置１０へ自身のアドレスを送信する（Ｓ１０３）。
画像処理装置１０は、このアドレスを、以降のコマンドの送信先として設定する。この動
作は、同期開始制御部２２１及びアドレス送信部２２２の機能と対応するものである。
【００４４】
　次に、携帯端末装置１０は、画像処理装置２０に対し、文書一覧画面のデータの送信を
指示する（Ｓ１０４）。この動作は、コマンド送信部１２２の機能と対応するものである
。
　ステップＳ１０４の指示を受けた画像処理装置２０は、蓄積されている文書のリストに
基づき、文書一覧画面のデータを生成して（Ｓ１０５）、携帯端末装置１０へ送信する（
Ｓ１０６）。この動作は、画面データ送信部２２３の機能と対応するものである。
【００４５】
　画面のデータを受信した携帯端末装置１０は、表示部１０８に、携帯端末装置１０を操
作パネル２４０に近づける旨の指示を表示する（Ｓ１０７）と共に、カメラ１０９を起動
し、撮像を開始する（Ｓ１０８）。そして、撮像で得られた画像を解析し（Ｓ１０９）、
操作パネル２４０と携帯端末装置１０との間の位置関係の変化を検出するまで待機する（
Ｓ１１０）。
【００４６】
　なお、撮像した画像中に操作パネル２４０が含まれない場合や、現在の位置関係のデー
タが得られない場合、位置関係の変化はないものとして取り扱う。また、あまり細かい操
作に応じて表示を更新してしまうと、却って所望の操作がしづらかったり表示がみづらく
なったりするため、前回ステップＳ１１０でＹｅｓになってから一定量以上の変化を検出
した場合に、ステップＳ１１０の判断がＹｅｓになるようにするとよい。また、ステップ
Ｓ１０７の後まだ一度もステップＳ１１０でＹｅｓになっていない場合には、操作パネル
２４０との位置関係を検出でき、かつその位置関係が安定した（所定時間概ね同じ位置で
保持された）場合にステップＳ１１０の判断がＹｅｓになるようにするとよい。
【００４７】
　ステップＳ１１０でＹｅｓになると、携帯端末装置１０は、検出した変化量及び変化後
の携帯端末装置１０と操作パネル２４０との位置関係の情報を含む第１コマンドを生成し
（Ｓ１１１）、ステップＳ１０３で取得したアドレス（画像処理装置２０）へ送信する（
Ｓ１１２）。
　以上のステップＳ１０９乃至ステップＳ１１１の動作が面内位置検出部１２７、距離検
出部１２８及びコマンド生成部１２９の機能と対応する。ステップＳ１１２の動作がコマ
ンド送信部１２２の機能と対応する。
【００４８】
　一方、第１コマンドを受信した画像処理装置２０は、第１コマンドに含まれる位置関係
の変化量に応じた量だけ、文書一覧画面上の注目文書又は文書の表示サイズの変更を指示
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する第２コマンドを生成し（Ｓ１１３）、携帯端末装置１０へ送信する（Ｓ１１４）。
　なお、ステップＳ１０６で画面データを送信した後初めて第１コマンドを受信した場合
には、携帯端末装置１０に文書一覧画面の表示を開始させるべく、第１コマンドに含まれ
る位置関係に従って、最初の注目文書及び表示サイズを設定し、それらの情報を含む第２
コマンドを生成する。この第２コマンドも、携帯端末装置１０を、文書一覧画面を表示し
ていない状態から表示している状態へ変更するためのコマンドであると考えることができ
る。
【００４９】
　ステップＳ１１３の動作は距離判定部２２５及びコマンド生成部２２６の機能と、ステ
ップＳ１１４の動作はコマンド送信部２２７の機能とそれぞれ対応する。
　第２コマンドを受信した携帯端末装置１０は、第２コマンドに従って文書一覧画面の表
示を更新（又は開始）し（Ｓ１１５）、ステップＳ１０９に戻る。この動作は表示制御部
１２４及び表示部１２５の機能と対応する。
【００５０】
　以上により、ユーザは、携帯端末装置１０の位置を、操作パネル２４０に対して相対的
に移動させることにより、文書一覧画面における注目文書を変更して印刷対象の文書を選
択したり、その文書の画像を種々のサイズで参照したりすることができる。この場合にお
いて、ユーザは、単に携帯端末装置１０を移動させるだけでよく、タッチパネルやボタン
等の操作子への操作は必要ない。
【００５１】
　また、画像処理装置２０は、ステップＳ１１４の後、ステップＳ１１３で生成した第２
コマンドに従った更新後の文書一覧画面における注目文書を特定する（Ｓ１１６）と共に
、図７に示すジョブ実行確認処理を実行する（Ｓ１１７）。ステップＳ１１６の動作は注
目文書特定部２２８の機能と対応し、ステップＳ１１７の動作は距離判定部２２５及び画
像処理部２３０の機能と対応する。
【００５２】
　図７に、ジョブ実行確認処理のフローチャートを示す。
　図７の処理において、画像処理装置２０はまず、受信した第１コマンドに含まれる位置
関係の情報を、履歴として過去の情報に追加して記憶する（Ｓ１２１）。その後、その位
置関係の変化の履歴が所定の条件を満たしたか否か判断する（Ｓ１２２）。この条件は、
閾値設定部２２９により供給されるものであり、例えば図８に示すものである。
【００５３】
　図８の例では、「操作パネルから距離Ｘ１以上離れた」と「操作パネルから距離Ｘ１以
上離れた後で距離Ｘ２以内に近づいた」の２つの条件と、変数Ｘ１及びＸ２の値が設定さ
れている。また、各条件にはＩＤが付され、どちらの条件を適用するかも設定され、図８
の例では、「適用」の欄に丸印のある、ＩＤ＝１の条件が、Ｘ１＝４０ｃｍの状態で適用
することが示されている。図８のデータは、ユーザが任意に変更可能である。
　いずれにせよ、ステップＳ１２２で所定の条件を満たした場合、ステップＳ１１６で特
定された文書を用紙に印刷し（Ｓ１２３）、処理を終了する。ステップＳ１２２で条件を
満たしていない場合には、印刷はせずに処理を終了する。
【００５４】
　以上により、ユーザは、携帯端末装置１０を、操作パネル２４０に対して所定の条件を
満たすように動かすことにより、注目文書の印刷を、画像処理装置２０に対して指示する
ことができる。この場合も、ユーザは、単に携帯端末装置１０を移動させるだけでよく、
タッチパネルやボタン等の操作子への操作は必要ない。
【００５５】
　次に、図６及び図７に示した動作による、携帯端末装置１０の操作と画面表示との関係
につき、図９乃至図１６の具体例を用いて説明する。なお、図９乃至図１２と図１４乃至
図１６において、携帯端末装置１０との相対的な位置関係に注目するため、操作パネル２
４０については存在する範囲をハッチングにより示すのみとしている。
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　図９に示すのは、ステップＳ１０６で携帯端末装置１０に文書一覧画面のデータを取得
させた後、携帯端末装置１０を操作パネル２４０の中央付近で操作パネル２４０から少し
離れた位置に移動させた状態の、文書一覧画面４００の表示例を示すものである。
【００５６】
　なお、図９の例において、携帯端末装置１０の構成としては、ディスプレイ１４０とボ
タン１４１を示しており、ディスプレイ１４０に文書一覧画面４００が表示される。文書
一覧画面４００には、３つの文書についてプレビュー表示部４０１を設けることが可能な
サイズで、各文書のプレビュー画像４０１ａを表示している。このプレビュー画像４０１
ａは、文書を印刷したり表示したりした場合に表れる画像のうち１ページ分を、所望のサ
イズで表す画像である。
【００５７】
　また、図９の例では、カーソル４０２で示される文書Ｂが注目文書となっている。また
、スクロールバー４０３は、画面内に表示しきれない文書があることを示し、ノブ４０３
ａにより、全体のうちどの辺りを現在表示中であるかを示している。
　なお、注目文書とする文書や、プレビュー画像４０１ａあるいはプレビュー表示部４０
１の表示サイズは、携帯端末装置１０と操作パネル２４０との、操作面に水平な方向と垂
直な方向の位置関係に基づき、画像処理装置２０に指定されたものである。
【００５８】
　図１０は、図９の状態から、携帯端末装置１０を、図で左側に移動させた状態を示すも
のである。
　この移動により、携帯端末装置１０と操作パネル２４０との、操作面に平行な方向の位
置関係が変化したことになる。そこで、携帯端末装置１０はその旨を示す第１コマンドを
画像処理装置２０に送信し、それに応じて画像処理装置２０から送信される第２コマンド
に従って、画面の表示を更新する。
【００５９】
　ここでは、操作面に平行な方向の位置関係の変化に対応して、注目文書を、変化方向に
沿って移動前よりも図で１つ左側の文書に変更する旨の指示がなされたものとする。この
場合、文書一覧画面４００では、カーソル４０２が、新たな注目文書の位置に移動される
。
【００６０】
　図１１は、図９の状態から、携帯端末装置１０を、図で右側に移動させた状態を示すも
のである。
　この移動により、携帯端末装置１０と操作パネル２４０との、操作面に平行な方向の位
置関係が変化したことになる。そこで、携帯端末装置１０は、図１０の場合と同様に画像
処理装置２０からの第２コマンドに従い画面の表示を更新する。
【００６１】
　ここでは、操作面に平行な方向の位置関係の変化に対応して、画像処理装置２０から、
注目文書を、移動前よりも図で２つ右側の文書に変更する旨の指示がなされたものとする
（図１０の例より移動量が大きいため）。この場合、移動前の文書一覧画面４００には表
示されていない文書を注目文書とすることになる。そこで、携帯端末装置１０は、プレビ
ュー表示部４０１の表示を自動でスクロールさせ、注目文書とする文書Ｄが画面に表れる
ようにした上で、カーソル４０２を、新たな注目文書の位置に移動させる。
　これらの操作により、ユーザは、ディスプレイ１４０上のタッチパネルやボタン１４１
を操作することなく、任意の文書を注目文書とすることができる。
【００６２】
　図１２は、図９の状態から、携帯端末装置１０を、操作パネル２４０から離す方向（図
１３の矢印Ｘ方向）に移動させた状態を示すものである。
　この移動により、携帯端末装置１０と操作パネル２４０との、操作面に垂直な方向の位
置関係が変化したことになる。そこで、携帯端末装置１０は、図１０の場合と同様に画像
処理装置２０からの第２コマンドに従い画面の表示を更新する。
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【００６３】
　ここでは、操作面に垂直な方向の位置関係の変化に対応して、画像処理装置２０から、
プレビュー画像４０１ａの表示サイズを、画面内にプレビュー表示部４１０を１つのみ設
けられる程度のサイズに変更する旨の指示がなされたものとする。この場合、携帯端末装
置１０は、指示に従って文書一覧画面４００内に１つの文書のみについてプレビュー表示
部４１０を設け、その中に拡大したプレビュー画像４１１ａを表示する。
【００６４】
　図１４は、図１２の状態からさらに、携帯端末装置１０を、操作パネル２４０から離す
方向（図１３の矢印Ｘ方向）に移動させた状態を示すものである。
　この移動により、携帯端末装置１０と操作パネル２４０との、操作面に垂直な方向の位
置関係が再度変化したことになる。そこで、携帯端末装置１０は、図１０の場合と同様に
画像処理装置２０からの第２コマンドに従い画面の表示を更新する。
【００６５】
　ここでは、操作面に垂直な方向の位置関係の変化に対応して、画像処理装置２０から、
プレビュー画像４０１ａの表示サイズを、ディスプレイ１４０の表示領域内に収まらない
程度まで拡大したサイズに変更する旨の指示がなされたものとする。この場合、携帯端末
装置１０は、指示に従って、プレビュー画像をスクロールさせるためのスクロールバー４
１３及び４１４を設け、これらを用いてスクロール可能なように、図１２の状態よりもさ
らに拡大したプレビュー画像４２１ａを表示する。
【００６６】
　図１５は、図１４の状態から、携帯端末装置１０を、操作パネル２４０との間の距離を
変えずに図で右上側に移動させた状態を示すものである。
　この移動により、携帯端末装置１０と操作パネル２４０との、操作面に平行な方向の位
置関係が変化したことになる。そこで、携帯端末装置１０は、図１０の場合と同様に画像
処理装置２０からの第２コマンドに従い画面の表示を更新する。
【００６７】
　ここで、操作面に平行な方向の位置関係の変化があった場合、これを必ずしも注目文書
の変更操作と捉えず、画面のスクロール操作であると捉えることもできる。図９乃至図１
１の画面におけるスクロール操作は注目文書の変更操作として捉えられるが、図１４の画
面におけるスクロール操作は、プレビュー画像４２１ａの表示領域の変更操作として捉え
ることができる。
【００６８】
　そこで、図１５の例では、操作面に平行な方向の位置関係の変化に対応して、画像処理
装置２０から、プレビュー画像４２１ａの表示領域を矢印で示す変化方向に沿って、右上
方向に移動させる旨の指示がなされたものとする。この場合、携帯端末装置１０は、指示
に従ってプレビュー画面４２１ａの表示をスクロールさせる。
【００６９】
　なお、図１４の状態から携帯端末装置１０を操作パネル２４０に近づけた場合は、画像
処理装置２０から、位置関係の変化に応じてプレビュー画像を縮小する指示がなされ、図
１２の画面を経て図１０の画面に戻すことができる。
　これらの操作により、ユーザは、タッチパネルやボタンを操作することなく、注目文書
のプレビュー画像を、任意のサイズで参照することができる。
【００７０】
　図１６は、図１４の状態から、携帯端末装置１０を、操作パネル２４０から離す方向に
さらに移動させた状態を示すものである。この移動により、携帯端末装置１０と操作パネ
ル２４０との間の距離が、図８の条件を満たしたものとする。
　この場合、画像処理装置２０は、注目文書の印刷を開始し、それに伴って他の動作の実
行ができない間、携帯端末装置１０に図１６に示すようなポップアップ画面４３０を表示
させて、操作ができないようにする。
【００７１】
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　このように、ユーザは、タッチパネルやボタンを操作することなく、注目文書の印刷指
示を画像処理装置２０に対して行うことができる。
　以上のように、ここまで説明してきた画像処理システム１によれば、ユーザは、携帯端
末装置１０の操作部に対する操作を行わなくても、携帯端末装置１０を用いて画像処理装
置２０に対する種々の操作を行うことができる。
【００７２】
〔第２実施形態：図１７乃至図２２〕
　次に、この発明の画像処理システムの第２実施形態について説明する。
　この第２実施形態は、主として、文書に対する画像処理を行わせる画像処理装置をユー
ザが任意に選択できるようにした点が第１実施形態と異なる。これ以外の点では上述した
第１実施形態と概ね共通であるので、第１実施形態と異なる事項についてのみ説明する。
また、第１実施形態と共通の又は対応する構成については、第１実施形態で用いたものと
同じ符号を用いる。
【００７３】
　図１７は、第２実施形態における携帯端末装置１０及び画像処理装置２０が備える機能
の構成を示す、図４と対応する図である。
　図１７に示すように、携帯端末装置１０は、図４に示した機能に加え、装置特定部１３
１を備える。この装置特定部１３１は、撮像部１２６が撮像した画像に含まれる操作パネ
ル上の所定のパターンに基づき、撮像された操作パネルを備える画像処理装置を特定する
特定手段の機能を備える。
【００７４】
　この第２実施形態においては、ユーザは画像処理装置２０以外にも、画像処理システム
１の外部で無線ネットワークＮに接続された画像処理装置を、文書に対する画像処理を行
わせる画像処理装置として指定可能である（図２１，図２２参照）。そして、その指定の
候補となる各画像処理装置は、上記所定のパターンとして、例えば無線ネットワークＮ内
における自身のアドレスをコード化したコード記号を操作パネルに表示する。
【００７５】
　装置特定部１３１は、撮像された画像中に含まれるこのコード記号をデコードすること
により、撮像された操作パネルを備える画像処理装置を特定することができる。また、デ
コードできる程度の距離までその画像処理装置に接近したことも把握することができる。
画像処理装置２０を同様に特定することができるようにしてもよい。
　もちろん、特定は他の方法で行ってもよい。特定のマーカーで示される領域にインクで
記載された機番を撮像し、画像中の、マーカーで示される領域に対してＯＣＲ（Optical
　Character　Recognition）を行う等である。
【００７６】
　また、コマンド生成部１２９は、装置特定部１３１の検出結果にも基づいてコマンドの
生成を行う。特に、携帯端末装置１０と、いずれかの画像処理装置の操作パネルとの距離
の変化パターンが予め定めた変化パターンを満たしたことを検出した場合に、その時点で
装置特定部１３１が特定している画像処理装置を示す情報を含む第３コマンドを生成する
。この第３コマンドは、画像処理装置２０に、装置特定部１３１が特定している画像処理
装置（現在携帯端末装置１０の近くにある画像処理装置）に対する画像処理の要求を行わ
せるためのコマンドである。
　この第３コマンドは、第１コマンドの場合と同様、コマンド送信部１２２が画像処理装
置２０へ送信する。送信先は、装置特定部１３１が特定した画像処理装置ではなく、文書
一覧画面を提供する画像処理装置２０である。また、予め定めた変化パターンは、例えば
図２０に示すようなものであるが、その内容については後述する。
【００７７】
　また、画像処理装置２０側は、図４に示した機能に加え、処理対象文書決定部２３１と
、処理要求部２３２とを備える。また、画像処理部２３０の位置づけが図４の場合と大き
く異なる。
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　これらのうち処理対象文書決定部２３１は、距離判定部２２５が、携帯端末装置１０が
操作パネル２４０から所定距離（ユーザが任意に設定可能な第１所定距離）以上離れたこ
とを検出した場合に、その時点で注目文書特定部２２８が特定している注目文書を、処理
対象の文書として決定する決定手段の機能を備える。距離判定部２２５が、第１コマンド
により携帯端末装置１０から通知される位置関係の情報に基づき、携帯端末装置１０と操
作パネル２４０との間の距離を認識することは、上述の通りである。また、処理対象文書
決定部２３１の決定は、決定から一定時間以内に第３コマンドを検出しなかった場合には
削除するとよい。
【００７８】
　また、処理要求部２３２は、処理対象文書決定部２３１が処理対象の文書を決定してい
る状態でコマンド受信部２２４が第３コマンドを受信した場合に、その第３コマンドによ
り示される画像処理装置に対し、処理対象文書のデータを送信し、処理対象文書の画像を
用紙に形成することを要求する、要求手段の機能を備える。この要求の対象は、他の画像
処理装置である場合もあれば、画像処理装置２０自身である場合もある。
　後者の場合、要求に従った画像処理は、画像処理部２３０が実行する。
　なお、処理要求部２３２が上記の要求を行うタイミングや、その要求の内容については
いくつかバリエーションがあるが、この点については後述する。
【００７９】
　次に、図１８及び図１９に、第２実施形態における図６及び図７と対応する動作のシー
ケンス図を示す。
　図１８に示す動作のうち、ステップＳ１０９までは、図６に示したものと同じである。
　しかし、携帯端末装置１０は、ステップＳ１０９の後、画像の解析結果に基づき、撮像
した操作パネルを備える画像処理装置を特定する（ＳＡ）。特定不能という結果があって
もよい。この動作は、装置特定部１３１の機能と対応するものである。
【００８０】
　次に、携帯端末装置１０は、特定した装置がステップＳ１０３でアドレスを取得した画
像処理装置２０であるか否か判断する（ＳＢ）。ここでＹｅｓであれば、図６の場合と同
様に、ステップＳ１１０乃至Ｓ１１５の処理を行って、ステップＳ１０９に戻る。
　この場合、画像処理装置２０側の動作も、基本的には図６の場合と同じである。しかし
、ステップＳ１１６の後で、図７の処理に代えて、図１９に示す動作を実行する。すなわ
ち、携帯端末装置１０と操作パネル２４０との間の距離が第１所定距離以上であるか否か
判断し（Ｓ１５１）、これがＹｅｓであれば、現在の注目文書を処理対象文書として決定
する（Ｓ１５２）。Ｎｏであれば、この決定は行わない。この動作は、処理対象文書決定
部２３１の機能と対応するものである。
【００８１】
　また、携帯端末装置１０は、ステップＳＢの判断がＮｏの場合、図１９のステップＳ１
４１に進む。そして、必要に応じて最近のステップＳ１０９における解析結果の履歴を参
照し、携帯端末装置１０と操作パネル２４０との間の距離の変化パターンが、所定の変化
パターンのいずれかを満たしたか否か判断する（Ｓ１４１）。
【００８２】
　図２０に、ここで用いる所定の変化パターンの例を示す。図２０に示す情報は、画像処
理装置２０において設定され、ユーザが任意に変更可能なものである。図２０は、ＩＤ＝
１とＩＤ＝２の２つの変化パターンを用意した例であり、Ｘ１はパターン中の変数の値を
示す。
　すなわち、ＩＤ＝１の変化パターンは、「２０ｃｍ以内に近づけた状態を所定時間以上
保持」であり、ＩＤ＝２の変化パターンは、「２０ｃｍ以内に近づけてすぐ離す」である
。実際には、「所定時間」や「すぐ」も数値で規定される。
【００８３】
　また、「画像処理」の項目は、該当の変化パターンが満たされた場合に処理対象文書に
対して実行する画像処理の種類を規定する。ＩＤ＝１については文書を印刷すべきことが
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規定され、ＩＤ＝２については文書のデータを蓄積すべきことが規定されている。もちろ
ん、これら以外の処理を規定できるようにしてもよい。
　図２０に示すデータは、ステップＳ１４１の判断の用に供するため、「画像処理」の項
目以外は画像処理装置２０から携帯端末装置１０に提供される。
【００８４】
　図１９の説明に戻ると、携帯端末装置１０は、ステップＳ１４１でＹｅｓの場合、図１
８のステップＳＡで特定した画像処理装置を示す情報と、距離の変化がどの変化パターン
を満たしたかを示す情報を含む第３コマンドを生成して（Ｓ１４２）、画像処理装置２０
へ送信する（Ｓ１４３）。複数の変化パターンを満たした場合、それらの情報を全て含め
ることができる。ステップＳ１４１乃至Ｓ１４３の動作は、第３送信手段として機能する
コマンド生成部１２９及びコマンド送信部１２２の機能と対応する。
　ステップＳ１４３の後、あるいはステップＳ１４１でＮｏの場合は、図１８のステップ
Ｓ１０９に戻る。
【００８５】
　一方、第３コマンドを受信した画像処理装置２０は、処理対象文書が決定済みであるか
否か判断する（Ｓ１５３）。そして、決定済みであれば、第３コマンドに記載された画像
処理装置に、処理対象文書のデータを送信し、その文書について、第３コマンドに示され
る変化パターンと対応する画像処理（図２０参照）の実行を要求する（Ｓ１５４）。ステ
ップＳ１５３で決定済みでなければ、画像処理の要求は行わない。以上のステップＳ１５
３及びＳ１５４の動作は、処理要求部２３２の機能と対応するものである。
【００８６】
　以上により、ユーザは、携帯端末装置１０を、画像処理装置２０の操作パネル２４０に
対して適宜動かして所望の文書を注目文書とした後、携帯端末装置１０を画像処理装置２
０から離して他の画像処理装置の操作パネルに近づけることにより、近づけた先の画像処
理装置に、その所望の文書を印刷や蓄積等させることができる。この場合も、ユーザは、
単に携帯端末装置１０を移動させるだけでよく、タッチパネルやボタン等の操作子への操
作は必要ない。
【００８７】
　次に、図１８及び図１９に示した動作による、携帯端末装置１０の操作と各画像処理装
置の動作との関係につき、図２１の具体例を用いて説明する。
　まず、この第２実施形態においても、携帯端末装置１０を画像処理装置２０の操作パネ
ルに近づけて適宜に移動させることにより、第１実施形態の場合と同様な操作で注目文書
を選択したり、その内容を参照したりすることができる。その後、矢印Ｘに示すようにユ
ーザが携帯端末装置１０を画像処理装置２０の操作パネル２４０から第１所定距離以上離
すと、その時点の注目文書が処理対象文書として決定される（Ｓ１５２）。
【００８８】
　その後、ユーザが矢印Ｙで示すように携帯端末装置１０を他の画像処理装置２０ａの操
作パネル２４０ａに近づけて保持すると、携帯端末装置１０は、図２０のＩＤ＝１の変化
パターンを満たしたとして、第３コマンドを画像処理装置２０へ送信する。そして、画像
処理装置２０は、第３コマンドに記載された画像処理装置２０ａに対し、処理対象文書の
データを送信し、印刷を実行するよう要求する。画像処理装置２０ａがこれに応じて印刷
を実行すれば、ユーザは画像処理装置２０ａから印刷物を入手することができる。
【００８９】
　また、その後、ユーザが矢印Ｚで示すように携帯端末装置１０をさらに他の画像処理装
置２０ｂの操作パネル２４０ｂに近づけた後離すと、携帯端末装置１０は、図２０のＩＤ
＝２の変化パターンを満たしたとして、第３コマンドを画像処理装置２０へ送信する。そ
して、画像処理装置２０は、第３コマンドに記載された画像処理装置２０ｂに対し、処理
対象文書のデータを送信し、蓄積を実行するよう要求する。画像処理装置２０ｂがこれに
応じて蓄積を実行すれば、ユーザは画像処理装置２０ｂへ所望の文書を蓄積させることが
できる。
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【００９０】
　なお、この動作を行うに際し、画像処理装置２０以外の画層処理装置は、携帯端末装置
１０に特定されるための所定のパターンを提示する機能（又は外装へのパターン形成がな
されていること）及び画像処理装置２０からの要求に従って画像処理を実行する機能を備
えていれば、その他の特殊な機能を備えている必要はない。
【００９１】
　また、第２実施形態において、画像処理装置２０が、処理対象文書が決定されている状
態で第３コマンドを受信した後、所定時間以内に再度第３コマンドを受信しなかった場合
に、ステップＳ１５４の動作の要求を行うようにしてもよい。このようにすると、ユーザ
が短時間のうちに次々と複数の画像処理装置の操作パネルに携帯端末装置１０を近づけた
場合、最後に近づけた画像処理装置に対してのみ、処理の要求を行うことになる。
【００９２】
　図２２に、この構成を採用した場合の図２１と対応する動作例を示す。
　図２２の例では、ユーザが携帯端末装置１０を画像処理装置２０ａの操作パネル２４０
ａに近づけてから所定時間以内に画像処理装置２０ｂの操作パネル２４０ｂに近づけたと
する。この場合、画像処理装置２０は画像処理装置２０ａに対しては印刷の要求は行わず
、画像処理装置２０ｂに対して蓄積の要求を行うのみである。
　なお、図２１と図２２のどちらの動作を採用するかを、ユーザが設定できるようにして
もよい。
【００９３】
　以上で実施形態の説明を終了するが、この発明において、システムを構成する装置の数
、装置の具体的な構成、具体的な処理の手順、データの構成、操作の態様、等は、実施形
態で説明したものに限るものではない。
　例えば、上述した実施形態では、携帯端末装置１０を用いた操作の対象が画像処理装置
であったが、他の任意の電子装置であっても構わない。また、携帯端末装置１０に表示さ
せる画面も、文書一覧画面には限らない。デザインのみならず、機能が異なる画面であっ
てもよい。
【００９４】
　また、携帯端末装置１０あるいは画像処理装置２０の機能を、複数の装置に分散して設
け、それらの装置を協働させて携帯端末装置１０あるいは画像処理装置２０と同様な機能
を実現させることもできる。特に、各装置が使用するデータの記憶先を装置内に設ける必
要はなく、クラウド環境のファイルサーバ等に設けることも妨げられない。
【００９５】
　また、この発明のプログラムの実施形態は、コンピュータに所要のハードウェアを制御
させて上述した実施形態における携帯端末装置１０あるいは画像処理装置２０の機能を実
現させるためのプログラムである。
　このようなプログラムは、はじめからコンピュータに備えるＲＯＭや他の不揮発性記憶
媒体（フラッシュメモリ，ＥＥＰＲＯＭ等）などに格納しておいてもよい。しかし、メモ
リカード、ＣＤ、ＤＶＤ、ブルーレイディスク等の任意の不揮発性記録媒体に記録して提
供することもできる。それらの記録媒体に記録されたプログラムをコンピュータにインス
トールして実行させることにより、上述した各手順を実行させることができる。
【００９６】
　さらに、ネットワークに接続され、プログラムを記録した記録媒体を備える外部装置あ
るいはプログラムを記憶手段に記憶した外部装置からダウンロードし、コンピュータにイ
ンストールして実行させることも可能である。
　また、以上説明してきた各実施形態及び変形例の構成は、相互に矛盾しない限り任意に
組み合わせて実施可能であることは勿論である。
【符号の説明】
【００９７】
１：画像処理システム、１０：携帯端末装置、２０，２０ａ，２０ｂ：画像処理装置、１
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０１,２０１：ＣＰＵ、１０２,２０２：ＲＯＭ、１０３,２０３：ＲＡＭ、１０４,２０４
：ＨＤＤ、１０５,２０５：通信Ｉ／Ｆ、１０６，２０６：ＮＦＣＩ／Ｆ、１０７，２０
７：操作部、１０８，１２５，２０８：表示部、１０９：カメラ、１１０，２１２：シス
テムバス、１２１：操作対象特定部、１２２，２２７：コマンド送信部、１２３：画面デ
ータ受信部、１２４：表示制御部、１２６：撮像部、１２７：面内位置検出部、１２８：
距離検出部、１２９，２２６：コマンド生成部、１３０：コマンド受信部、１３１：装置
特定部、１４０：ディスプレイ、１４１：ボタン、２０９：エンジンＩ／Ｆ，２１０：エ
ンジン部、２１１：人感センサ、２２１：同期開始制御部、２２２：アドレス送信部、２
２３：画面データ送信部、２２４：コマンド受信部、２２５：距離判定部、２２８：注目
文書特定部、２２９：閾値設定部、２３０：画像処理部、２３１：処理対象文書決定部、
２３２：処理要求部、２４０，２４０ａ，２４０ｂ：操作パネル、３０１～３１０：マー
カー
４００：文書一覧画面、４０１：プレビュー表示部、４０１ａ，４２１ａ：プレビュー画
像、４０２：カーソル、４０３，４１３，４１４：スクロールバー、４０３ａ：ノブ、
４３０：ポップアップ画面
【先行技術文献】
【特許文献】
【００９８】
【特許文献１】特開２００２－２１８５０３号公報

【図１】

【図２】

【図３】
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【図１１】
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